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給付金を装った詐欺にご注意ください！
絶対に教えない！
渡さない！ ▼暗証番号  ▼通帳  ▼口座番号  ▼キャッシュカード  ▼マイナンバー

市役所職員や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません

ＡＴＭの操作をお願いすること
　受給にあたり、手数料の振り込みをお願いすること
　メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを
　求めること

芦屋市消費生活センター  ☎38-2034
（月～金  午前９時～正午・午後０時45分～４時)

芦屋警察署　☎23-0110

消費者ホットライン  ☎１８８
(土・日・祝 午前10時～午後４時)

怪しいなと思ったら…

問い合わせ
地域経済振興課　☎38-2179

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として
特別定額給付金事業が実施されています。 申請期限

給付対象世帯に、５月15日（金）から申請書を郵送しています。

８月24日（月）必着

１人につき10万円 支給されます

４月27日（基準日）時点で、芦屋市の住民基本台帳に記録されている人

■受給権者　各世帯の世帯主

感染拡大防止のため、申請は郵送申請またはオンライン申請を基本と
しています。皆さんのご協力をお願いします。
■�郵送申請方式
　芦屋市から郵送された申請書　

　に振込先口座を記入し、振込先　

　口座の確認書類と本人確認書　

　類の写しを貼って芦屋市へ返送

■�オンライン申請方式（マイナン
バーカード所持者のみ）
　マイナポータルから振込先口

　座を入力し、振込先口座の確認

　書類をアップロードします。

給付対象者

申請方法�※必ず世帯主（受給権者）から申請してください

【本人確認書類とは】
次の写しをいずれか１点
健康保険証
運転免許証
マイナンバーカード
年金手帳など

【振込先口座の確認書類とは】
金融機関の通帳やキャッシュ
カードの写し（申請者本人名義
の口座）

問い合わせ

芦屋市「特別定額給付金」担当
☎38-2053 平日 午前９時～午後５時（正午～午後０時45分除く）

給付時期
オンライン申請は５月20日（水）から支給を開始しています。

郵送申請は、申請内容確認後、申請者本人名義の口座に振り込みます。

※申請内容の不備や添付書類に不足がある場合は、給付が遅くなる場合が

　あります。

【マイナンバーカードの新規交付について】
マイナンバーカードの新規交付には、申請から約２カ月かかります。
これからマイナンバーカードを交付申請する人は、郵送申請のほうが
早く給付されると見込まれます。

特 別 定 額 給 付 金

国・県・市が発信する情報を確認し冷静な判断をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ


